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カドミウム基準値超過米の流通について（第１報）

熊谷農進（小坂町）が生産した米について、食品衛生法で定める成分規格基準農事組合法人

値を超えるカドミウムが検出され、自主回収を進めておりますので、お知らせします。

１ 検査結果
検 出 値：カドミウム０．４７ｐｐｍ～０．８７ｐｐｍ

基 準 値：カドミウム０．４ｐｐｍ以下

）（食品衛生法第１３条第１項の規定による

２ 生産者等
生 産 者：農事組合法人熊谷農進

所 在 地：秋田県鹿角郡小坂町小坂字曲戸４３番地１

対象食品：米（令和６年産米 ８８，２５２ｋｇ）

３ 流通販売状況（別紙参照）
販 売 先：秋田県、神奈川県、宮城県の加工・卸売業者、その他個人販売

出 荷 量：８５，９７２ｋｇ（調査中）

該当する可能性のある米は流通の自粛とともに自主回収を進めている。

４ 対応状況
・３月１３日 東北農政局より、県に対し、(株)大潟村あきたこまち生産者協会に出荷され

た米の一部において基準値を超過したとの情報提供

・３月１４日 東北農政局より、(株)大潟村あきたこまち生産者協会へ出荷した生産者は、

(農)熊谷農進であるとの情報提供

・３月１９日 (農)熊谷農進への立入調査（生産・販売状況） → 出荷停止要請

・３月２７日 (農)熊谷農進への農林水産省との合同調査（生産・販売状況）

・３月２８日 関係自治体への流通調査依頼

県農業試験場において、出荷先のサンプル検査（４月２日判明）

５ 今後の対応
・生産者及び出荷者による回収状況の確認

・関係自治体への情報提供

MSCTJ
テキスト ボックス
（別添）



６ 住民の皆様へ
・住民向け相談窓口を直ちに設置（生活衛生課、水田総合利用課）

・生産及び流通状況を確認次第公表

７ 合同取材の開催
（１）日 時

令和７年４月４日（金）午後３時から

（２）場 所

県庁２階 プレゼンテーションルーム

（３）説明者

生活環境部生活衛生課 課長 三浦 聡子

農林水産部水田総合利用課 課長 伊藤 恒徳

農事組合法人熊谷農進 理事 熊谷 聴

＜参考＞基準値の考え方
・基準値の０．４ｐｐｍは、数十年にわたって長期間摂取し続けることを想定して策定された

値です。



(別紙)

(農)熊谷農進

（小坂町）

生産量 88,252kg

出荷量 85,972kg

在庫 2,280kg

(株)大潟村あきたこまち

生産者協会

在庫 4,080㎏
13,260kg

(株)ミツハシ

(横浜市)

在庫 16,320kg

33,660kg

住友商事東北(株)

(仙台市)

在庫なし

儀右衛門商店

(秋田市)

在庫なし

基準超過→産廃処分 8,160kg

ブレンド、加工後販売 1,020kg

12,240kg

13,260kg

（調査中）

17,340kg→

ブレンド49,045kg

住商フーズ(株)

(東京都)

在庫なし
（調査中）

奈良岡末造米穀(株)

(青森市)

在庫 8,160kg

（調査中）

流 通 販 売 状 況

12,240kg

13,260kg

9,180kg

12,240kg

5,100kg地権者への物納、

縁故米等 13,552kg

※カドミウム基準値超過米検出




